
別紙様式１

（ 番 号 ）

年 月 日

森林管理局長、

森林管理署長又は支署長 殿

申 請 者

住所・名称

氏 名

国有財産売払申請書

下記のとおり国有財産の売払いを受けたく、関係書類を添えて申請します。

記

所 在 地 区 分 種 目 構 造 数 量 売払希望価格 使用目的 摘 要

記載要領

１ 添付書類

(1) 利用計画

(2) 事業の必要性、緊急性、実現性等を説明できる資料

(3) 予算書の写し（予算措置済の場合のみ）又は資金調達計画

(4) 関係図面（配置図等）

(5) 財務書類

(6) 暴力団排除に関する誓約書（申請者が地方公共団体及び独立行政法人の場合は要しない。）

（別添１）

(7) 同意書（別添２）

２ 課税物件（立木、建物等）と非課税物件（国有林野）を一括して売払する場合は、売払申請

書における売払希望価格に含まれる消費税相当額は、国が算定した額とします。

３ 「売払希望価格」欄は、売払申請書の審査を行った結果、売払いが可能と思料する場合に、

国と取得要望者との間で書面による見積り合せを実施し、国の予定価格以上の価格をもって売

払価格を決定した後に記載するものとする。



別添２

年 月 日

森林管理局長、

森林管理署長又は支署長 殿

申 請 者

住所･名称

氏 名

同 意 書

下記１の国有財産の売払いに係る契約手続きについて、下記２の事項を異議なく同意します。

記

１ 物件の表示

所 在 地 区 分 数 量

２ 契約に係る事項

(1) 売払価格は、書面による見積り合せ（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決

令」という。）第99条の６の規定に基づき、取得要望者の売払希望価格を書面により確認し、当該

価格が国の予定価格（予決令第99条の５の規定に基づき定める予定価格をいう。以下同じ。）の制

限の範囲内であるか否かを確認する手続きをいう。）により決定すること。

(2) 見積り合せの実施回数は累計で５回を限度とし、５回の見積り合せによっても国の予定価格の制

限に達しない場合には、直ちに見積り合せを打ち切ること。

(3) 見積り合せの打ち切りにより取得要望者に損害が生じても国はその責めを負わないこと。

(4) 契約締結前に地下埋設物等の瑕疵の存在が明らかとなった場合において、予定価格を再算定する
か し

等の対応に相応の時間を要したことにより、取得要望者に損害が生じても国はその責めを負わない

こと。

(5) 所轄庁から、施設等の設置認可の申請に対する結果の通知を受けた場合には、速やかにその通知

の写しを送付すること。

(6) 契約締結後、次に掲げる項目を公表するとともに、公表に対する同意が契約締結の要件となるこ

と。

所在地、登記地目（建物付土地の場合は登記地目及び種類）、面積（建物付土地の場合は土地面

積及び建物面積）、契約年月日、契約金額、契約相手方名、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項の規定による

法人番号をいう。）、用途、減額売払の有無、借地権の有無、価格形成上の減価要因（国の予定価格

の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の瑕疵又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要
か し

因をいう。）、都市計画区域、用途地域、建ぺい率、容積率、備考（その他参考となる事項）

（注）上記２(6)は、予決令第99条第９号、第21号又は予算決算及び会計令臨時特例第５条第１項第1

1号を適用して売払いした財産に適用する。




